
第２号議案 

令和元年度加東市一般会計補正予算（第６号） 

 令和元年度加東市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３５６，４０２千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，１１４，２６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰

り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

  令和２年３月２日提出 

加東市長 安 田 正 義 











                                                                                            （単位　千円）

9 消防費 1 消防費 非常備消防事業 207

8,269

8 土木費

8 土木費 2 道路橋梁費
社会資本整備総合交付金事業（防災・安全
交付金）
　橋梁長寿命化修繕事業

2 総務費 1 総務管理費 市運営有償運送事業

239

6 農林水産業費 1 農業費
農村地域防災減災事業
　団体営ため池等整備事業

42,000

11,483

2 道路橋梁費
公共施設等適正管理推進事業
　道路ストック総点検事業

第 ２ 表 繰 越 明 許 費

事　　　　業　　　　名

16,000
社会資本整備総合交付金事業（防災・安全
交付金）
　道路ストック総点検事業

2 道路橋梁費8 土木費

款 金 額

2 総務費

項

102,2141 総務管理費 バスターミナル整備事業

4 衛生費 1 保健衛生費 水道事業会計補助及び出資事業

事務局事業 14,410

10 教育費 3 中学校費 中学校教育振興事務事業

10 教育費 2 小学校費

10 教育費 1 教育総務費

17,075

小学校教育振興事務事業 98,251

60,868

28,990

8 土木費 3 河川費

8 土木費 2 道路橋梁費 市単独事業

急傾斜地崩壊対策事業 3,000

8 土木費 2 道路橋梁費
社会資本整備総合交付金事業（防災・安全
交付金）
　交通安全施設整備事業

700
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（追加）  （単位  千円）

（変更）  （単位  千円）

第 ３ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

事 項 期 間

期　　　間 限　度　額

バスターミナル
整 備 事 業

令和３年度まで 296,000 令和４年度まで 269,970

期　　　間 限　度　額

限 度 額

東条福祉センター「とどろき荘」の管理運営事業 令和４年度まで 544

事　　　項

平成３１年（行ウ）第２０号
浄化槽清掃業許可申請に対する不許可決定の取消等
請求事件

事件が完結するまで

委任事務の処
理にあたる報
酬及び訴訟費
用等

変　　更   前 変　　更   後

ふれあいの里借地料（下滝野字高倉１２８３番地３
７）

令和１０年度まで 1,476
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（追加）                                                                                            （単位　千円）

（変更）                                                                                            （単位　千円）

合併特例事業

51,100

　政府資金
について
は、その融
資条件によ
り、その他
の場合は債
権者と協定
するところ
による。
　ただし、
市財政の都
合により据
置期間若し
くは償還期
限を短縮
し、繰上償
還し、又は
低利に借換
えすること
ができる。

11,400

公共土木施設
災害復旧事業

 普通貸借
 又は
 証券発行

（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）

 4.0%以内

　ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金につい
て、利率見
直しを行っ
た後におい
ては、当該
見直し後の
利率とす
る。

臨時財政対策債 610,000

652,600

194,300

7,000

道路整備事業

農業基盤整備
事　　　　業

ため池整備事業 39,300

33,500

182,100

10,600

補正前と同
じ

補正前と同
じ

6,500

516,900

572,000

5,600

22,900

補正前と同
じ

公共施設等適正
管理推進事業

174,000 171,000

地域活性化事業

9,000

緊急防災・減
災　 事　 業

第 ４ 表 地 方 債 補 正

償還の方法 利率限度額

補 正 前

利率 償還の方法起債の方法 起債の方法

補 正 後

限度額

学校施設整備事業
（補正予算債）

16,500

4.0%以内

起債の目的

償　還　の　方　法

　政府資金については、その融資条
件により、その他の場合は債権者と
協定するところによる。
　ただし、市財政の都合により据置
期間若しくは償還期限を短縮し、繰
上償還し、又は低利に借換えするこ
とができる。

利 率起 債 の 目 的 限度額 起債の方法

道路整備事業
（補正予算債）

6,000

 普通貸借又は
 証券発行

（他の地方公共団
体との共同発行を
含む。）

　ただし、利率見直し
方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て、利率見直しを行っ
た後においては、当該
見直し後の利率とす
る。
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令和元年度 

加東市一般会計補正予算（第６号）説明書 




















































